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一
八
七
五
年
の
樺
太
千
島
交
換
条
約
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

一
八
七
五
年
の
樺
太
千
島
交
換
条
約
（
以
下
、
「
交
換
条
約
」
と
い
う
。
）
が
締
結
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
と
経
緯
を
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
交
換
条
約
」
で
、
日
本
は
樺
太
の
主
権
を
完
全
に
放
棄
し
た
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

三

「
交
換
条
約
」
は
日
本
の
国
益
に
合
致
し
て
い
た
と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
か
。
か
か
る
認
識
を
有
し
て
い
る
な
ら
ば
、

そ
の
具
体
的
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
交
換
条
約
」
は
現
在
も
法
的
効
力
を
有
し
て
い
る
か
。
有
し
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
「
交
換
条
約
」
が
失
効
し
た

経
緯
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


